
 

 

「保育所における感染症対策ガイドライン」の修正項目（案） 

保育所における感染症対策ガイ

ドライン見直し検討委員会 

（第 1回） 資料５  

平成 24年 9月 25日 

現行ガイドラインの内容構成 具体的内容 

１感染症とは 

（1）感染症とその 3大要因 

（2）保育所における感染症 

･学校保健安全法施行規則の表の修正 

２感染経路 

（1）飛沫感染 

（2）空気感染 

（3）接触感染 

（4）経口感染 

 

３感染症対策 

（1）感染源対策 

（2）感染経路対策 

（3）感受性対策 

 

・予防接種・・・最新の知見より加筆 

（必要性・基本的知識について） 

 また、最新の情報を知るためのＨＰ等の紹介 

 

 

４衛生管理     

（1）施設内外の衛生管理 

（2）職員の衛生管理 

（3）保育所における消毒 

 

 

 

・保育者の感染防止について、より詳細に加筆 

・消毒方法等の確認・・・より具体的に記載 

 

５感染症発生時の対応と罹患後における登園時の

対応   

（1）感染症の疑いのある子どもへの対応 

（2）発生時の対応 

（3）罹患後における登園時の対応 

 

 

・保護者への事前説明の重要性について記載 

 

６保育所で問題となる主な感染症とその対策 

（1）麻しん 

（2）インフルエンザ  

※新型インフルエンザについて 

（3）腸管出血性大腸菌感染症 

（4）ノロウイルス胃腸炎 

 

･それぞれの感染症の内容確認 

 

・インフルエンザについては、乳幼児期の特性を踏

まえたビデンス、また発症、解熱後の考え方につ

いて図式で説明を入れる。 



 
 
 

７感染症対策の実施体制と子どもの健康支援 

（1）記録の重要性 

（2）嘱託医の役割と連携 

（3）子どもの健康支援の充実に向けて 

 

 

・コラム・・・サーベイランス 

・専門職の役割について 

 

別添１ 保育所における消毒 内容の確認 

別添２ 子どもの病気 

～症状に合わせた対応～ 

内容の確認 

別添３ 医師の意見書・保護者の登園届けの 

様式例 

感染症の登園の目安を修正 

別添４ 主な感染症一覧 最新の知見、文部科学省解説書との整合性を踏まえ

修正 


